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【感染症予防対策の実施について】●席の間隔をあけて受講できる体制にします●入口にアルコール消毒液を設置
します●来場時には「マスク着用」「検温」等のご協力をお願いします
※感染状況によってはオンラインのみで開催する場合がございます。

【個人情報の取扱について】ご記入いただきましたお客様の個人情報は、講師が閲覧するほか、当セミナーのお申込
みに関する確認・連絡および商工会議所主催のセミナー等の各種ごをお送りする際に利用させて頂きます。

食品関連企業の皆様！HACCPの準備はできていますか？

HACCPとは・・・？
６月から完全義務化（実質４月から作業が必要）される
衛生管理の手法です。「食品製造業」「食品販売業」
「飲食店」などを対象としてマニュアル作成、
計画書作成、実施・記録の保管が義務となります。

【日時】令和3年４月１５日(木) １４時～１６時
【場所】柏商工会議所４０１会議室
【参加費】無料
【カリキュラム】
・HACCPとは？
・義務化内容について
（一般衛生管理、重要管理）

・導入までのスケジュール
【お問合せ】
中小企業相談所 振興課
TEL：04-7162-3305

【講師】 株式会社ナレッジネットワークス

代表取締役
中島 孝治 氏

【HACCPサポート実績】
３６社（千葉県８社、
東京２５社、茨城県３社）

外食専門のコンサルティング、スタッフ研修の他
eラーニング「レシピアント」を展開しており、
外食スタッフ育成の環境整備を推進しています。
「レシピアント」は現在１５００店舗の利用実績。

ＨＡＣＣＰ導入のための解説セミナー
主催：柏商工会議所 協力：株式会社TOWA（当所会員企業）

経営安定特別相談事業 当所会員以外の方もご参加可

HACCPは、２０２０年から義務化され１年間の猶予期間を経て、今年の６月
より食品関連企業は必ず導入をしなければいけません。
本セミナーでは、ＨＡＣＣＰって何？やってなければどうなるの？どうやっ

て作るの？などの疑問を解決するため、専門家が分かりやすく解説いたします。
今回はHACCPの基礎を学ぶ最後のチャンスです。ぜひご参加ください！！


